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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1.1 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

熊本県環境影響評価条例第 8 条の規定に基づき、一般の環境保全の見地からの意見を求めるた

め、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）を作成した旨及びその他事項を公告し、公告

の碑から起算して 1カ月間縦覧に供するとともに、インターネットにより公表した。 

 

1.1.1 公告の日 

令和元年 7月 26日（金） 

 

1.1.2 公告の方法 

① 日刊新聞紙への掲載 

令和元年 7月 26日（金）付の熊本日日新聞朝刊に公告を掲載した。（資料 1） 

② 熊本県公報への掲載 

令和元年 7月 26日（金）付の熊本県公報に公告を掲載した。（資料 2） 

③ 事業者のウェブサイトへの掲載 

令和元年 7月 26日（金）から事業者のウェブサイトに公告を掲載した。（資料 3） 

 

1.1.3 縦覧場所 

方法書の縦覧場所は、表 1に示すとおりである。 

 

表 1 方法書の縦覧場所 

縦覧場所 所在地 

熊本県庁（行政棟本館 1 階情報プラザ） 熊本県熊本市中央区水前寺 6丁目 18-1 

大津町役場（住民福祉部環境保全課） 熊本県菊池郡大津町大字大津 1233 

 

1.1.4 縦覧期間等 

① 縦覧期間 

令和元年 7月 26日（金）～令和元年 8月 26日（月） 

② 縦覧時間 

土曜、日曜を除く 9～17時まで 

 

1.1.5 インターネットによる公表 

事業者のウェブサイトに方法書及び要約書を掲載し、公表した（資料 3）。公表期間は、縦覧期

間と同じ令和元年 7 月 26 日（金）～令和元年 8 月 26 日（月）とし、その期間は常時アクセス可

能な状態とした。 
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また、熊本県のウェブサイトと事業者のウェブサイトをリンクすることにより、熊本県のウェ

ブサイトから方法書及び要約書を参照可能とした。 

 

 

1.2 方法書についての説明会の開催 

熊本県環境影響評価条例第 7 条の 2 の規定に基づき、方法書の記載事項を周知するための説明

会（以下「説明会」という。）を開催した。 

 

1.2.1 開催場所 

・1回目：平川地区公民館分館 

・2回目：大津町町民交流施設（オークスプラザ）ふれあいホール 

 

1.2.2 開催日時 

・1回目：令和元年 8月 8日（木）午後 6時～午後 7時  

・2回目：令和元年 8月 20日（火）午後 7時～午後 8時 

 

1.2.3 参加者数 

・1回目：20名 

・2回目： 3名 

 

 

1.3 環境影響評価方法書についての意見の把握 

熊本県環境影響評価条例第 8 条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見

書（資料 4）の提出を受け付けた。 

 

1.3.1 意見書の提出期間 

令和元年 7月 26日（金）～9月 9日（月）［事業者への郵送は、当日消印有効］ 

 

1.3.2 意見書の提出方法 

・縦覧場所に備え付けられた意見箱への投函 

・事業者への郵送 

 

1.3.3 意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 0通であった。 

・意見箱への投函 ：0通 



3 

・事業者への郵送 ：0通 

 

 

1.4 一般からの意見及び事業者の見解 

熊本県環境影響評価条例第 8条の規定に基づき、一般から意見書の提出により述べられた環境

の保全の見地からの意見はなかった。 

 

 

第 2章 環境影響評価方法書について提出された環境保全の見地からの意見の概要

とこれに対する事業者の見解 

熊本県環境影響評価条例第 8条の規定に基づき、方法書についての意見書の提出により述べら

れた環境の保全の見地からの意見はなかった。 

したがって、環境影響評価法第 9条及び電気事業法第 46条の 6第 1項の規定に基づく、方法

書についての意見に対する事業者の見解はない。 

 

 

以上 





資料-1 

【資料 1：熊本日日新聞への公告内容】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料-2 

【資料 2：熊本県公報への公告内容（1/2）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



資料-3 

【資料 2：熊本県公報への公告内容（2/2）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



資料-4 

【資料 3：事業者のウェブサイトでの公告内容（1/2）】 

 

環境影響評価方法書の縦覧及び意見書の受付について 

 

 当社では、熊本県環境影響評価条例（平成１２年熊本県条例第６１号。以下「条例」という。）第５

条第１項の規定により作成した環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）について、条例第７条

の規定により一般の意見を求めることになりましたので、次のとおり公告し、関係書類を縦覧に供し

ます。 

 また、条例第７条の２第１項の規定により開催する方法書の記載事項を周知するための説明会につ

いて、条例第７条の２第２項の規定により、次のとおり公告します。 

 

  令和元年７月２６日 

株式会社一条工務店 代表取締役 岩田直樹 

 

１．事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

（１）名称：株式会社一条工務店 

（２）代表者の氏名：代表取締役 岩田直樹 

（３）主たる事務所の所在地：東京都江東区木場５－１０－１０ 

 

２．対象事業の名称、種類及び規模 

（１）名称：一条メガソーラー熊本菊池発電所事業 

（２）種類：その他の造成事業 

（３）規模：約６０．９ｈａ 

 

３．対象事業実施区域の位置 

熊本県菊池郡大津町 

 

４．対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域 

熊本県菊池郡大津町 

 

５．方法書及び要約書の縦覧の場所、期間及び時間 

（１）場所 

 ア 熊本県庁（行政棟本館１階情報プラザ） 

 イ 大津町役場（住民福祉部環境保全課） 

（２）期間 

  令和元年７月２６日（金）から令和元年８月２６日（月）まで 

  （ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

（３）時間 午前９時００分から午後５時００分まで 

 

６．環境影響方法書のインターネットによる公表 

【方法書】 

方法書（全体版） 

方法書 1：表紙～第 2 章_対象事業の目的及び内容 

方法書 2：第 3 章_3.1 地域の自然的状況 

方法書 3：第 3 章_3.2 地域の社会的状況 1 

方法書 4：第 3 章_3.2 地域の社会的状況 2 

方法書 5：第 4 章_計画段階配慮事項並びに調査、予測及び評価の結果 

方法書 6：第 5 章_配慮書についての意見と事業者の見解 

方法書 7：第 6 章_環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法 

方法書 8：第 7 章_環境影響評価方法書を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地 

 

【方法書の要約書】 

方法書（要約書） 

 

 

 



資料-5 

【資料 3：事業者のウェブサイトでの公告内容（2/2）】 

 

７．意見書の提出 

方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、意見を書面により事業者に提出するこ

とができる。 

 

８．意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項 

（１）提出期限 令和元年９月９日（月）当日消印有効 

（２）提出方法 縦覧場所（熊本県庁を除く）に備え付けの意見書箱への投函、または問い合わせ先へ

の郵送 

（３）意見書の提出に必要な事項 

意見書には次に掲げる事項を記載すること。 

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあってはその名称、代表者

の氏名及び主たる事務所の所在地） 

イ 意見書の提出の対象である方法書の名称 

ウ 方法書についての環境の保全の見地からの意見及びその理由（日本語により記載すること。） 

 

９．説明会の開催 

（１）１回目：令和元年８月８日（木）１８時から１９時 平川地区公民館分館（熊本県菊池郡大津町

大字平川４７６－２） 

（２）２回目：令和元年８月２０日（火）１９時から２０時 大津町町民交流施設（オークスプラザ）

ふれあいホール（熊本県菊池郡大津町大字大津１２２０－１） 

 

１０．問合せ先 

〒４３０－０９２６ 

静岡県浜松市中区砂山町３５４番１４ ３Ｆ 

株式会社一条工務店 新規事業推進部 メガソーラー事業課 

（担当）辰野 正訓 電話 ０５３－４５０－４７１１ 

 

  



資料-6 

【資料 4：意見書の様式】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


